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佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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年
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二
十
三
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佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

佐
賀
県
規
則
第
五
号 

佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
施
行
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
佐
賀
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
（
平
成
二
十
四
年
佐
賀
県
条
例
第

二
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十

四
号
）
及
び
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
食
育
推
進
計
画
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
食
育
推
進
計
画
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

入
所
し
て
い
る
乳
幼
児
が
健
全
な
食
習
慣
を
身
に
付
け
る
た
め
の
発
育
及
び
発
達
段

階
に
応
じ
た
指
導
に
関
す
る
事
項 

二 

保
育
士
等
関
係
者
の
食
育
に
関
す
る
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
等
に
関
す
る

事
項 

 

三 

農
業
体
験
等
を
通
じ
た
自
然
、
生
き
物
及
び
食
べ
物
に
対
す
る
乳
幼
児
の
関
心
を
深

め
る
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項 

 

四 

給
食
に
関
す
る
印
刷
物
等
の
配
布
、
講
演
会
の
開
催
等
を
通
じ
た
保
護
者
に
対
す
る

乳
幼
児
期
か
ら
の
食
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
に
関
す
る
事
項 

 

五 

給
食
に
お
け
る
地
産
地
消
を
推
進
す
る
た
め
の
県
産
の
農
林
水
産
物
等
の
利
用
促
進

に
関
す
る
事
項 
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（
保
健
師
等
を
保
育
士
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
保
育
所
） 

第
四
条 

条
例
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
保
育
所
は
、
構
造
改
革
特
別
区

域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
四
条
第
九
項
の
認
定
を
受
け
た
佐
賀
県
保

育
所
看
護
師
配
置
促
進
特
区
に
係
る
構
造
改
革
特
別
区
域
計
画
に
基
づ
く
特
例
措
置
の
適

用
を
受
け
て
い
る
保
育
所
と
す
る
。 

 

（
保
育
所
の
利
用
者
等
に
周
知
す
る
事
項
） 

第
五
条 

条
例
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。 

 

一 

保
育
所
の
位
置
及
び
設
置
者
に
関
す
る
事
項 

 

二 

保
育
所
を
開
所
し
て
い
る
時
間 

 

三 

保
育
所
の
入
所
定
員 

 

四 

保
育
所
が
行
う
事
業
に
関
す
る
事
項 

 

五 

食
育
推
進
計
画
の
策
定
及
び
食
育
推
進
担
当
者
の
配
置
状
況 

 

六 

環
境
の
保
全
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
の
教
育
の
実
施
状
況 

 

七 

保
健
師
又
は
看
護
師
の
配
置
状
況 

 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

 

（
手
数
料
の
減
免
申
請
） 

第
六
条 

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
手
数
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
手
数
料

減
免
申
請
書
（
様
式
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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様式（第６条関係） 

 

年  月  日 

 

佐賀県知事    様 

 

申請者 住 所 

氏 名 

 

手 数 料 減 免 申 請 書 

 

  佐賀県児童福祉法施行条例（平成 24 年佐賀県条例第 20 号）第６条の規定によ

り、次のとおり手数料の減免を申請します。 

 

手数料の名称 手数料の額 減免申請額 減 免 申 請 理 由 

        

        

        

        

        

 

 


